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江東区職労 「保育闘争委員会」で行動計画作成 
江東区職労は、先月たちあげた「保育闘争委員会」で、職場を基礎に他の社会保障分野の

運動とも連携して「新システム」の導入を阻止する行動計画を作成。江東保問協を中心とし

て開催される「子どもの未来を語るつどい」(11 月 23 日)と連携して、当日の午前中に 
＜「こわすな！保育制度、つくろう保育所…すべての子供によりよい保育を！江東大集会」

パレード＞ を行い、広く地域住民にアピールする計画をたてています。 

１０割参加の学習会を実施 アンケートにはびっしりと感想が…   

江東の保育園支部では、10 月 27 日（水）、28 日（木）に 10 割学習会を実施。28 日は悪天

候にもかかわらず 190 名が参加し、２日間で約 400 名。びっしりと感想が記入されたアンケ

ートも 200 通集まり、「新システムが導入されれば、子どもの心は育たず日本も終わり。子ど

もを大事にしない日本に未来はない」「保育士の仕事、子どもの心の育みを政府はどう思って

いるんだっ！」「新システムの本質がわかった。子どもの豊かな育ちを保障する保育を守るた

め、自分も行動していく」、入区２年目の組合員からは「初めて聞いてびっくり。子どもの未

来を守るためにも頑張って運動していく」と寄せられました。 
10 月 24 日、家族連れが多い木場公園での署名宣伝行動では 20 名が参加して 250 筆の署

名を集め、「頑張って」と激励の言葉もかけられました。 

 

保育関係職員の過半数が 学習会に参加  世田谷区職労     

  
世田谷区職労では学習に力を入れています。「東京の自治体保育労働者決起集会」(10 月 23

日)には 84 名が参加。保育園分会として 7 月から始めた４回の学習会には約 580 人が参加、

既に保育園分会組合員の過半数が参加していることになります。 

保育園門前で保護者に資料を配布。街頭署名も２ヶ所で 計約１０００筆！ 

10 月 27 日には世田谷区職労としては初めて、保育園分会役員が保育園門前に立ち保護者

に署名用紙と返信用封筒を配布し、今後全園で実施していきます。さらに、長い間開店休業

状態だった「公的保育を守る世田谷行委員会」を再開し、私立保育園職員等とも連携して運

動。議会への要請など今後の取り組みを確認しました。 
10 月 31 日(日)には区職労や他分会役員を含め 103 名が参加して、区内２ヶ所の歩行者天

国で宣伝行動を実施。待機児童問題も合わせて訴え、１時間半の宣伝で約 1000 筆の署名を集

めました。 
既に、区内の労組や団体に署名の協力の訴えを広げており、11 月 14 日の日比谷野外音楽

堂の大集会には、家族を含め 250 名の参加を目標に呼びかけ、集会成功をめざしています。 
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足立区職労  北千住駅前で宣伝行動、反響を呼ぶ 

10 月 31 日(日) JR やメトロ、東武などの私鉄のターミナル北千住駅西口で、組合員 20
名が参加して街頭宣伝を実施。通常は、なかなか署名が集まらない場所にもかかわらず、反

響が大きく次々と応じてくれ、1 時間半で 150 筆余の署名が集まりました。 
 
 
【国の動き】 

幼稚園・保育所制度の廃止を提案 
新システム検討会議 幼保一体化ワーキングチーム  

 11 月 1日、子ども・子育て新システム検討会議幼保一体化ワーキングチームは第２回会合

を開いて、①幼保一体化の目的、②こども園（仮称）の基本的位置づけについて事務局が提

案し、意見交換がされました。 
 提案は、あくまでもイメージであると断りながら、教育施設としての性格と福祉施設とし

ての性格を併せ持つ「こども園（仮称）」を創設するとして、現行の幼稚園制度及び保育所制

度の廃止を明記しました。 
「幼保一体化の効果」として事務局は、①財政措置に関する二重行政の解消、②財政措置

に関する公平性の確保（同じ幼児教育・保育機能であれば、同じ財政措置が基本）、③利用者

負担の公平性の確保（同じ利用時間であれば同じ利用者負担が基本）、などをあげています。

ここでは給付の一体化と、実質的な応益負担が明記されたといえます。 
さらに３歳以上児については、標準的な教育時間と保育の必要量に応じた「幼児教育・保

育給付（仮称）」とし、３歳未満児については、主として保護者の就労に応じた時間を保障す

る「保育給付（仮称）」とするとしています。 
 今後、基本制度ワーキングチームなど３つのワーキングチームで並行して議論をすすめ、

年内に一定の結論をまとめるとしていますが、関係者からの反発は強く、混乱は必至です。 
 
 

つくろう保育所！ 
こわすな保育制度！ 

すべての子どもによりよい保育を！ 

11・14 保育大集会への参加組織を全力で強めましょう！ 
12時    日比谷野外音楽堂 開場 

13時    集会スタート 

14時 30分～ 銀座パレード 

                                 以上 


